
大阪市福祉局 介護予防教室事業等担当職員要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大

阪市福祉局介護予防教室事業等担当職員（以下「会計年度任用職員」という。）について

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（任用及び採用選考） 

第２条 会計年度任用職員の選考は、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉

主事任用資格等の福祉に関する資格を有し、自治体における介護保険制度（一般介護予防

事業含む）もしくは高齢者福祉に関する業務を１年以上経験している者であって、一般的

な電話対応及びパソコン（Word、Excel、Outlookなど）操作が可能な者の内から、次の内

容を総合的に勘案して行う。 

（１）筆記（論文）試験 

（２）口述（面接）試験 

２ その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局介護予防教室事業等担当職員採用試

験要領」で定める。 

 

（再度の任用） 

第３条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績

等を総合的に勘案して判断するものとする。 

 

（業務内容） 

第４条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。 

（１）介護予防教室事業受託事業者との調整・相談業務 

（２）参加登録者の資格要件の確認 

（３）参加者アンケートの入力・編綴 

（４）受託事業者の実施体制に関する確認 

（５）教室開催後の実施報告の履行確認及び委託料の支出 

（６）介護予防教室事業受託事業者への実地調査時の本市職員との同行 

（７）次年度事業者募集における提出書類の確認・審査 

（８）その他地域包括ケア推進課が行う一般介護予防事業にかかる補助的業務 

 

（勤務地） 

第５条 会計年度任用職員は、福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課に勤務するものと

する。 

 

（勤務時間等） 

第６条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。 



（１）勤務日数は、週４日とする。 

（２）勤務時間は、午前９時から午後５時15分までとする。 

（３）休憩時間は、午後０時15分から午後１時までの45分間とする。 

 

（休日） 

第７条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

（３）12月29日から翌年の１月３日までの日（前２号に掲げる日を除く。） 

（４）月曜日から金曜日のうち福祉局高齢者施策部認知症施策担当課長が指定する１日 

２ 福祉局高齢者施策部認知症施策担当課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用

職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるもの

とする。 

 

（その他） 

第８条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年 12月 13日から施行する。 


